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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和２年９月１２日 １１時００分ごろ～１９時０３分ごろの

間） 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港外港（谷山南防波堤東方沖） 

 鹿児島港谷山２区南防波堤灯台から真方位０８６°１,４４０ｍ付

近 

（概位 北緯３１°２８.８′ 東経１３０°３３.６′） 

事故の概要  瀬渡船健商
けんしょう

丸は、錨泊中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和２年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

瀬渡船 健商丸、３.１４トン 

２９５－２０１６３鹿児島、個人所有 

８.９０ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１３２.３９kＷ、昭和５７年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成３０年１０月１９日 

免許証交付日 平成３０年１０月１９日 

        （令和５年１０月１８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東～西北西、風力 ２～３、視界 良

好 

海象：波高 約０.５ｍ、水温 約２３～２７℃ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、瀬渡しの目的

で、令和２年９月１２日０６時００分ごろ鹿児島港谷山２区東ふ頭を

出港し、０６時３０分ごろ同区の谷山南防波堤に釣り客３人を瀬渡し

した後、収容予定時刻まで同防波堤南方沖で待機した。 

釣り客は、本船が１１時００分ごろ谷山南防波堤南方沖から東方沖

に移動を始めたのを認めた。 
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釣り客は、船長が収容予定時刻の１５時ごろになっても迎えに来な

いので、１５時過ぎごろ船長の携帯電話に電話を掛けたが、電話に出

ず、その後、何度も電話を掛け続けたものの、電話に出なかったの

で、１７時５６分ごろ海上保安庁に、「本船は見えているが、船長が

迎えに来ない」旨を連絡した。 

海上保安庁は、巡視船の搭載艇で谷山南防波堤東方沖に向かい、１

９時０３分ごろ錨泊している本船を発見して近づいたところ、左舷船

尾付近の海面で、‘左舷船尾部のたつ
．．
に取り付けられたロープ’（以下

「本件ロープ」という。）に左足首が引っ掛かり、うつ伏せの状態で

浮いている船長を発見し、１９時３０分ごろ搭載艇に揚収した。（写

真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船発見時（海上保安庁提供） 

 

船長は、鹿児島港谷山２区に搬送された後、１９時４２分ごろ救急

隊員により死亡が確認され、医師により死因が溺水と検案された。 

釣り客の３人は、２０時３０分ごろ巡視艇によって鹿児島港谷山２

区に搬送された。 

本船は、来援した巡視艇の海上保安官が移乗して操船し、１３日０

０時１０分ごろ鹿児島港新港区に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、発見時、船首部から錨を投入して機関を中立運転とし、魚

群探知機を作動させた状態であり、船体に衝突痕等の損傷がなく、後

部甲板上には釣り竿が１本とクーラーボックスが置かれ、クーラーボ

ックスの中に弁当が未開封の状態で残っており、船内には救命胴衣、

船長の携帯電話が残されていた。 

本船は、海面から船上に上がる際に使用する梯子
は し ご

等が設置されてい

なかった。 

本件ロープは、防舷材用のタイヤを吊るすためのものであった。 

船長は、発見時、長袖シャツ、カーゴパンツの上に黒いヤッケの上

ロープが取り付け

られていたたつ
．．
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下を着用し、裸足で、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

船長は、本船が１１時００分ごろ谷山南防波堤南方沖から東方沖に

移動を始めたのを目撃された後、１９時０３分ごろ谷山南防波堤東方

沖で錨泊中の本件ロープに左足首が引っ掛かり、うつ伏せの状態で浮

いているところを発見されたことから、この間において、本船から落

水したものと考えられる。 

船長は、錨泊中に落水し、船上に上がることができずに溺水したも

のと考えられるが、目撃者がおらず、その状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因 本事故は、本船が谷山南防波堤東方沖において錨泊中、船長が落水

して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・１人で乗り組む小型船舶の船長は、錨泊中であっても落水防止に

努めるとともに、暴露甲板では落水に備えて救命胴衣を常時着用

すること。 

・１人で乗り組む小型船舶の船長は、落水に備えて梯子等を船内に

備え置き、錨泊中などに常に設置しておくことが望ましい。 

・乗船中は、防水パックに入れた携帯電話を常に身に付け、落水し

た際の連絡手段を確保しておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 船長及び本船が発見された場所 
（令和２年９月１２日  
１９時０３分ごろ） 

桜島 

鹿児島港谷山２区南防波堤灯台 

鹿児島県 

鹿児島県 

鹿児島市 

東ふ頭 

谷山２区 

鹿児島港外港 

宮崎県 

谷山１区 

東進する本船が目撃された場所 
（令和２年９月１２日  
１１時００分ごろ） 

鹿児島市 

 出港場所 


